
尖閣諸島周辺海域での中国公船による漁船追尾等に関する意見書 

 

令和２年５月８日午後４時５０分頃、日本の領海内に侵入した中国海警局の公船２隻が、

尖閣諸島・魚釣島の西南西約１２キロの海上で、操業中の沖縄県漁船に接近し追尾する事

態が発生した。その後も同国公船は領海内への侵入や漁船への接近等を繰り返し、１０月

には日本政府による尖閣諸島国有化以降、過去最長となる約５７時間以上にわたり日本の

領海内にとどまるなど活動を強めている。 

 また、今年に入り１１月１２日までに尖閣諸島周辺における中国公船が２９３日確認さ

れ、領海への侵入は２１日に上るなど異常な事態が続いており、周辺で操業を行う沖縄県

漁業者に対しこれまでにない大きな脅威と不安を与えている。 

 尖閣諸島は１８９５年（明治２８年 1 月）に日本政府が沖縄県への所轄を決定して以

来、歴史上も国際法上も認められた我が国固有の領土であることは紛れもない事実である

にもかかわらず、同海域で頻発する中国公船の沖縄県漁船に対する威嚇行為は、今後さら

なる不測の事態を招くおそれがあり、断じてあってはならない。 

 よって本市議会は、世界平和実現に向かって不断の努力を続ける本市の平和に対する願

いをともに取り組む二元代表制の立場から、政府に対し、尖閣諸島周辺海域における中国

公船による沖縄県漁船への追尾・威嚇行為などを行わないよう中国政府に働きかけるとと

もに、日中両国間の緊張がエスカレートすることを避けるため、平和的な外交によって中

国との関係改善を図りながら、冷静かつ毅然たる態度で尖閣諸島周辺の領海・排他的経済

水域における安全確保について適切な措置を講ずるよう強く要請する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和２年１２月１７日 

摂  津  市  議  会 


